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令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 

地域振興部スポーツ振興課 

 

深川北スポーツセンターのバドミントン不正予約等に関する再発防止について 

 

１ 不正行為の概要 

 深川北スポーツセンターでは、バドミントンの個人利用時に定員４８名 

（ＷＥＢ予約３８名及び電話予約１０名）を先着順で受け付けている。 

 電話予約を担当する公益財団法人江東区健康スポーツ公社（以下「公社」）

の委託事業者スタッフのうち、責任者を含む当事者３名が予約受付簿に事前に

知人等の氏名を記載し、１２８枠分の利用の便宜を図る不正行為を継続的に実

施していた。 

 また、当事者のうち１名はスポーツセンター駐車場を虚偽の障害者利用申請

により、無許可で延べ３８回、３７，２００円を無料とする不正利用も行った。 

 

２ 対応経過 

令和７年 

６月 ３日 公社職員が委託事業者の不正行為を発見、事実関係を調査 

７月２５日 公社が委託事業者に対し、スタッフ３名の配置転換と再発防止

を指示 

１０月 ９日 当該スタッフ３名の配置転換（退職）完了 

１０月１７日 公社から江東区へ一連の経緯の書面報告 

１０月２２日 本件プレスリリース 

１１月 ７日 江東区から公社へ改善指示書発出 

１１月１８日 公社から区へ改善計画書を提出 

１１月１７日から１２月１７日まで 

       各施設にて本事例についての勉強会を実施し、全職員が受講 

１２月２８日 公社の駐車場運営会社と当事者との示談が成立し、利用料金が

全額返済されたことを確認 
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令和８年 

 １月２６日 公社実務研修にて、本事例等に基づいたコンプライアンス研修

を全職員に実施 

２月１６日から３月１７日まで  

上記研修資料を全委託事業者に共有し、研修を実施 

 ３月１５日 公社から区へ改善報告書を提出 

 

３ 再発防止策について 

（１）公社職員及び委託事業者スタッフに対するコンプライアンス意識の醸成 

毎年、公社全職員及び委託事業者全スタッフを対象に職員倫理・コンプラ

イアンスに関する研修を受講し、本件を含めた不祥事事例を取り扱い、本件

を風化させず確実に継承 

 

（２）個人利用における不正予約の再発防止策 

令和８年４月から全スポーツセンターに個人利用の受付予約システムを導

入しＷＥＢ入力方式に統一（当面の間、ＷＥＢ予約ができない利用者への対

応として職員が予約内容を聞取り、ＷＥＢ入力を実施） 

  ※システム導入前の令和７年度は、個人利用に関する電話受付を委託事業

者スタッフに代わり公社職員が実施 

 

（３）駐車場の不正予約 

駐車券の発券操作及び発券枚数の記録は原則として公社職員が実施し、営

業日ごとに、公社職員が駐車券の発券枚数を最終確認 

※受付スタッフが発券する場合は、職員へ都度報告 

 

（４）区への報告の遅れ 

屋内スポーツ施設の指定管理に関する協定書において、令和８年４月から、

法令違反その他不祥事を原因とした事案が発生した場合、区への報告を２４

時間以内に行うことを明記 


